様式第18号(第21条関係) 
　年　　月　　日
過 料 処 分 通 知 書

　宇美町長　　　　　　　　印　
	[bookmark: _GoBack]住所
	

	氏名
	


[bookmark: _Hlk217047734](法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

下記の違反行為に対し、宇美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（以下「条例」という。）第24条の規定により、金50,000円の過料に処する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
	日時
	　　　　　年　　　月　　　日　　午前・午後　　　時　　　分頃

	場所
	宇美町　　　　　　　　　　丁目　　　　番・番地　　　　　　号

	違反者氏名
	
	生年月日
(年齢)
	年　　　月　　　日生
(　　　　　歳)

	住所
	
	連絡先
	

	違反行為　　の内容
	資源回収場所
・ごみ集積所
に置かれた
	古紙、古布類、容器包装プラスチック、空き缶、空きびん、ペットボトル、金属類
	を上記場所より
	収集

運搬
	した。

	収集運搬に使用した車両等
	自動車・二輪車・自転車
(登録番号　　　　　　　　　　　　／　車両種別　乗用・貨物　　　　 )
(車 体 色　　　　　　　　　　　　／　付随車両　有・無(　　 　　　))


上記のとおり通知する。過料の納付に当たっては、現金での納付又は別途交付する納入通知書により納付しなければならない。                                                   

1　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、宇美町長に対して審査請求をすることができます。
　ただし、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
2　この処分について不服がある場合は、行政事件訴訟法の定めにより、宇美町を被告として（訴訟において宇美町を代表する者は宇美町長です。）処分の取消しの訴えを提起することができます。出訴期間は、次のとおりです。
(1) 審査請求をしない場合：この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内。ただし、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは提起することができなくなります。
(2) 審査請求をした場合：当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内。ただし、裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは提起することができなくなります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
